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新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針の改定に伴う 

市町職員の感染防止対策について 

 

 

令和３年９月30日をもって、本県に発出されていました新型インフルエンザ等対策特

別措置法第32条第１項の規定に基づく緊急事態宣言が解除されることとなりました。 

国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては、緊急事態措置

区域から除外された都道府県が事業者に対して働きかけを行う取組として、「企業にお

ける在宅勤務（テレワーク）等の推進状況を踏まえた柔軟な働き方への対応を行うこと」

等が示されているところです。 

このため、県においては、別添のとおり「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対

処方針」を改定し、県職員について在宅勤務等の活用により柔軟な働き方を推進すると

ともに、市町職員についても在宅勤務等の活用により柔軟な働き方を推進するよう要請

することといたしました。 

各団体におかれましては、テレワーク兵庫の活用による在宅勤務等により柔軟な働き

方を推進することにより、引き続き、接触機会低減等の取組を推進していただくようお

願いいたします。 

 なお、本通知は地方自治法第245条の４（技術的な助言）に基づくものです。 
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